
（平成２３年１月１３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 27 件

厚生年金関係 27 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認岐阜地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



岐阜厚生年金 事案 1449 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格

喪失日に係る記録を昭和 36 年６月１日に訂正し、申立期間②の標準報酬月額

を３万円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 31年１月から同年７月まで 

             ② 昭和 36年５月 31日から同年６月１日まで 

             ③ 昭和 36年６月から同年９月まで 

昭和 29 年１月５日から 55 年 11 月９日までの期間、Ｃ社の社員として定

年退職するまでＤ部門で勤務し、その間にグループ会社のＡ社に異動した。 

しかし、異動した直後の標準報酬月額が、Ｃ社からＡ社へ異動した昭和

31 年１月から同年７月までは１万 4,000 円が１万 2,000 円に、Ａ社からＣ

社へ異動した 36 年６月から同年９月までは３万円が２万円にそれぞれ引き

下げられている上、同年５月の加入記録が欠落している。 

Ｃ社で継続して勤務しており、昭和 44 年７月にＥ市長及び同市商工会会

長から勤続 15 年表彰を受けているので、申立期間について厚生年金保険の

標準報酬月額の記録を正しく訂正するとともに、被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、Ｃ社に係る雇用保険の加入記録及びＥ市長並びに同

市商工会会長から授与された 15 年勤続表彰状並びに複数の同僚の証言から

判断すると、申立人は申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（Ａ社か

らＣ社に異動）、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人のＡ社における資格喪失日は、申立人と一緒にＡ社Ｆ部門で

勤務した同僚は、「Ｆ部門は昭和 36年に操業停止となり、申立人はＣ社に戻

り室長になった。」と証言していることから、Ｃ社における資格取得日と同

日の昭和 36年６月１日とすることが妥当である。 



 また、申立期間②の標準報酬月額については、Ａ社に係る申立人の健康保

険厚生年金保険被保険者原票における昭和 36 年４月の記録から、３万円と

することが妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、Ｂ社から回答を得られないが、事業主が資格喪失日を昭和

36 年６月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれ

を同年５月 31 日と誤って記録するとは考え難いことから、事業主は同日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年５

月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告

知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険

料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間②に係る保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間①について、申立人は、Ｃ社のグループ会社であるＡ社に係る厚

生年金保険の標準報酬月額の相違について申し立てている。 

しかしながら、申立人は、申立期間①に係る給与明細書等の関連資料を

所持しておらず、Ｂ社は、「当時の資料は保管されていない。」と回答してい

ることから、申立人のＡ社における報酬月額及び厚生年金保険料控除額を確

認することができない。 

また、申立人と同日の昭和 31 年１月１日にＣ社からＡ社へ異動した同僚

及び従業員に異動時の標準報酬月額の取扱いについて照会したところ、覚え

ている者はおらず、当時の取扱いについての供述を得ることができない。 

さらに、オンライン記録上の申立人の申立期間①における標準報酬月額は、

遡及して引き下げられているなどの不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

３ 申立期間③について、申立人は、Ｃ社に係る厚生年金保険の標準報酬月額

の相違について申し立てている。 

しかしながら、申立人は、申立期間③に係る給与明細書等の関連資料を所

持しておらず、Ｃ社は、「当時の資料は保管されていない。」と回答している

ことから、申立人の同社における報酬月額及び厚生年金保険料控除額を確認

することができない。 

また、申立人と同日の昭和 36 年６月１日にＡ社からＣ社及びグループ会

社へ異動した同僚３人の標準報酬月額は、申立人と同額であることが確認で

きる。 

さらに、オンライン記録上の申立人の申立期間③における標準報酬月額は、

遡及して引き下げられているなどの不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



申立期間③について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 1450 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①について、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における厚生年

金保険被保険者の資格取得日は、昭和 25年６月 26日であると認められること

から、同社Ｃ工場における資格取得に係る記録を同日に訂正することが必要で

ある。 

なお、申立期間①の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当であ

る。 

   申立期間②に係る標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であった

と認められることから、当該期間の標準報酬月額を１万 8,000円に訂正するこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25年６月 26日から同年７月１日まで 

             ② 昭和 29年５月１日から 31年２月 12日まで 

    夫は、Ａ社の学校を卒業後、同社に入社し、亡くなるまで勤務していた。

在職中、各地の工場に転勤したが、同社Ｄ工場から同社Ｃ工場に転勤した際

の加入記録が空いている。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

    また、Ａ社Ｃ工場では幹部社員であり、昭和 29 年５月から 31 年２月 12

日までの給料は、同社Ｅ工場異動後と同額の給料をもらっていたので適正な

記録に訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    １ 申立期間①について、雇用保険の加入記録及びＢ社が保管する社員カード

の記録により、申立人が、申立期間①において、Ａ社に継続して勤務（Ａ社

Ｄ工場から同社Ｃ工場に異動）していたことが確認できる。 

また、Ｂ社が保管している被保険者台帳（写）は、昭和 27 年８月の標準

報酬等級の記載があることから、この頃に作成されたものと推認できるとこ

ろ、当該台帳には、申立人の資格取得日は 25 年６月８日と記載されている

上、記載されている申立人以外の 25 人の資格取得日は、オンライン記録と

一致している。 



しかしながら、Ａ社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の欠

番については、Ｂ社が保管している被保険者台帳（写）により、資格喪失日

が一番遅い者は昭和 29年５月 22日であり、資格喪失日が一番早い者は同年

10 月 16 日であることから、当該名簿は同年５月から同年 10 月までの間に

書き換えられたことが推認できるところ、書換え前の被保険者名簿はＦ年金

事務所に保管されていない。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、昭和 25 年６月８日に被保険者

資格を取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められ

る。しかし、Ａ社Ｄ工場における申立人の資格喪失日が同年６月 26日となっ

ていることから、同社Ｃ工場の資格取得日は同年６月 26 日とすることが妥

当である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保険

法の一部を改正する法律（昭和44年法律第78号）附則第３条の規定に準じ、

１万円とすることが妥当である。 

  ２ 申立期間②について、申立人の標準報酬月額はオンライン記録では、１万

円と記録されている。 

しかし、Ａ社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立

人の標準報酬等級は 12等級（１万 8,000円）、昭和 29年５月は「１万 8,000」、

30年 10月は「１万 8,000」と記載されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所における年金記録に係る管

理が不適切であったものと推認され、申立期間②の標準報酬月額については、

申立人が主張する１万 8,000円に訂正することが必要である。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 1451 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店（現在は、Ｃ社Ｂ支店）に

おける資格取得日に係る記録を昭和 20 年４月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を 50円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年４月１日から 21年２月 25日まで  

私は昭和 19 年４月にＡ社に入社し、定年退職するまで、継続して勤務し

ていたのに、途中で厚生年金保険の被保険者記録が抜けている期間があるこ

とに納得がいかない。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＣ社の感謝状、同社の人事関係記録及び元同僚の証言

から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 20 年４月１日にＡ社

Ｄ支店から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和 21 年

２月の健康保険労働者年金保険被保険者名簿の記録から、50 円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

 



岐阜厚生年金 事案 1452 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平成

16 年１月から 17 年８月までは 44 万円及び同年９月から同年 11 月までは 47

万円と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

該当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万

8,000円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立

人の申立期間の標準報酬月額に係る記録を 16 年１月から同年４月までは 44

万円、同年５月は 41 万円、同年６月から 17年８月までは 44 万円及び同年８

月から同年 11月までは 47万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 17年 11 月まで 

    標準報酬月額と厚生年金保険料の記録を確認したところ、標準報酬月額が

平成 16 年１月から 17 年８月までは 44 万円のところが９万 8,000 円に、同

年９月から同年 11月までは 47万円のところが９万 8,000円になっているで、

申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21 年４月に９万 8,000 円から、16 年１月から 17 年８月まで

は 44 万円及び同年９月から同年 11 月までは 47 万円に訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月

額は、当該訂正後の標準報酬月額ではなく、当初記録されていた標準報酬月額

となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳から、申立人の申立期間における報

酬月額及び保険料控除額は、当該訂正前の標準報酬月額に基づく保険料を超え



る保険料控除がされていることが確認できる。 

一方、申立期間の標準報酬月額については、特例法に基づき標準報酬月額を

改定又は決定し、これに基づき記録訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を決定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ａ社が保管する賃金台帳に

おいて確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額から、平成

16 年１月から同年４月までは 44 万円、同年５月は 41 万円、同年６月から 17

年８月までは 44 万円及び同年８月から同年 11 月までは 47 万円とすることが

必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること

から、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を

行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1453 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 24 万円

と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当

することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000

円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額

（24 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準報酬

月額に係る記録を 24万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 21年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 17年 11 月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16 年１月から 17 年 11 月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から 24万円に訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月

額は、当該訂正後の標準報酬月額（24 万円）ではなく、当初記録されていた

標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準報酬月額（24 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること



から、社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1454 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 24 万円

と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当

することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000

円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額

（24 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準報酬

月額に係る記録を 24万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 27年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 17年 11 月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16 年１月から 17 年 11 月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から 24万円に訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月

額は、当該訂正後の標準報酬月額（24 万円）ではなく、当初記録されていた

標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準報酬月額（24 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること



から、社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1455 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平成

16 年１月から同年８月までは 30 万円、同年９月から 17 年 11 月までは 26 万

円と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該

当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万

8,000円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立

人の申立期間の標準報酬月額に係る記録を 16 年１月から同年６月までは 26

万円、同年７月及び同年８月は 28 万円、同年９月から 17 年 11 月までは 26

万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 25年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 17年 11 月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16 年１月から 17 年 11 月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から、16年１月から同年８月までは

30万円、同年９月から 17年 11月までは 26 万円に訂正されたところ、厚生年

金保険法第 75条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月額は、

当該訂正後の標準報酬月額ではなく、当初記録されていた標準報酬月額（９万

8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳から、申立人の申立期間における報

酬月額及び保険料控除額は、当該訂正前の標準報酬月額に基づく保険料を超え



る保険料控除がされていることが確認できる。 

一方、申立期間の標準報酬月額については、特例法に基づき標準報酬月額を

改定又は決定し、これに基づき記録訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を決定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ａ社が保管する賃金台帳に

おいて確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額から、平成

16 年１月から同年６月までは 26 万円、同年７月及び同年８月は 28 万円、同

年９月から 17年 11月までは 26万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること

から、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を

行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1456 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 34 万円

と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当

することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000

円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額

（34 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準報酬

月額に係る記録を 34万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 21年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 17年 11 月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16 年１月から 17 年 11 月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から 34万円に訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月

額は、当該訂正後の標準報酬月額（34 万円）ではなく、当初記録されていた

標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準報酬月額（34 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること



から、社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1457 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 38 万円

と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当

することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000

円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額

（38 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準報酬

月額に係る記録を 38万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 40年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 17年 11 月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16 年１月から 17 年 11 月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から 38万円に訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月

額は、当該訂正後の標準報酬月額（38 万円）ではなく、当初記録されていた

標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準報酬月額（38 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること



から、社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1458 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平成

16年１月から同年８月までは 47万円、同年９月から 18年８月までは 44万円

及び同年９月から 19年２月までは 47万円と記録されているところ、当該額は

厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎

となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000円とされているが、申立人は、申立

期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録を 16

年１月から 18年８月までは 44万円及び同年９月から 19年２月までは 47万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 24年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 19年２月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16年１月から 19年２月までの金額が給与明細書の

厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から、16年１月から同年８月までは

47万円、同年９月から 18年８月までは 44万円及び同年９月から 19年２月ま

では 47 万円に訂正されたところ、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額ではなく、

当初記録されていた標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳から、申立人の申立期間における報

酬月額及び保険料控除額は、当該訂正前の標準報酬月額に基づく保険料を超え



る保険料控除がされていることが確認できる。 

一方、申立期間の標準報酬月額については、特例法に基づき標準報酬月額を

改定又は決定し、これに基づき記録訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を決定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ａ社が保管する賃金台帳に

おいて確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額から、平成

16 年１月から 18 年８月までは 44 万円及び同年９月から 19 年２月までは 47

万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること

から、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を

行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1459 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平成

16年１月から 17年９月までは 56万円、同年 10月から 19年２月までは 44万

円と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該

当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万

8,000円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立

人の申立期間の標準報酬月額に係る記録を 16 年１月から 17 年６月までは 56

万円、同年７月は 47 万円、同年８月から 19年２月までは 44 万円とすること

が必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 39年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 19年２月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16年１月から 19年２月までの金額が給与明細書の

厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21 年４月に９万 8,000 円から、16 年１月から 17 年９月まで

は 56万円、同年 10月から 19年２月までは 44万円に訂正されたところ、厚生

年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月額

は、当該訂正後の標準報酬月額ではなく、当初記録されていた標準報酬月額（９

万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳から、申立人の申立期間における報

酬月額及び保険料控除額は、当該訂正前の標準報酬月額に基づく保険料を超え



る保険料控除がされていることが確認できる。 

一方、申立期間の標準報酬月額については、特例法に基づき標準報酬月額を

改定又は決定し、これに基づき記録訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を決定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ａ社が保管する賃金台帳に

おいて確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額から、平成

16年１月から 17年６月までは 56万円、同年７月は 47万円、同年８月から 19

年２月までは 44万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること

から、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を

行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 1460 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平成

16 年１月から 17 年８月までは 32 万円、同年９月から同年 11 月までは 34 万

円と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該

当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万

8,000円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報

酬月額（32万円及び 34万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間の標準報酬月額に係る記録を 16 年１月から 17 年８月までは 32 万円、

同年９月から同年 11月までは 34万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 38年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 17年 11 月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16 年１月から 17 年 11 月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21 年４月に９万 8,000 円から、16 年１月から 17 年８月まで

は 32 万円、同年９月から同年 11 月までは 34 万円に訂正されたところ、厚生

年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月額

は、当該訂正後の標準報酬月額（32万円及び 34万円）ではなく、当初記録さ

れていた標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準報酬月額（32万円及び 34万円）に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること

から、社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1461 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 24 万円

と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当

することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000

円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額

（24 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準報酬

月額に係る記録を 24万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 27年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 17年 11 月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16 年１月から 17 年 11 月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から 24万円に訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月

額は、当該訂正後の標準報酬月額（24 万円）ではなく、当初記録されていた

標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準報酬月額（24 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること



から、社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1462 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平成

16年１月から同年８月までは30万円、同年９月から18年６月までは32万円、

同年７月から 19年２月までは 36万円と記録されているところ、当該額は厚生

年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎とな

る標準報酬月額は訂正前の９万 8,000円とされているが、申立人は、申立期間

について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録を 16年１月

は 30万円、同年２月は 32万円、同年３月は 28万円、同年４月から 17年８月

までは 30万円、同年９月から 18年８月までは 32万円、同年９月から 19年２

月までは 36万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 24年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 19年２月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16年１月から 19年２月までの金額が給与明細書の

厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から、16年１月から同年８月までは

30万円、同年９月から 18年６月までは 32万円、同年７月から 19年２月まで

は 36万円に訂正されたところ、厚生年金保険法第 75条本文の規定により、年

金額計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額ではなく、

当初記録されていた標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳から、申立人の申立期間における報



酬月額及び保険料控除額は、当該訂正前の標準報酬月額に基づく保険料を超え

る保険料控除がされていることが確認できる。 

一方、申立期間の標準報酬月額については、特例法に基づき標準報酬月額を

改定又は決定し、これに基づき記録訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を決定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ａ社が保管する賃金台帳に

おいて確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額から、平成

16年１月は 30万円、同年２月は 32万円、同年３月は 28万円、同年４月から

17年８月までは 30万円、同年９月から 18年８月までは 32万円、同年９月か

ら 19年２月までは 36万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること

から、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を

行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 1463 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 30 万円

と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当

することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000

円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額

（30 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準報酬

月額に係る記録を 30万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 33年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年 12月から 19年２月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 17 年 12 月から 19年２月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から 30万円に訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月

額は、当該訂正後の標準報酬月額（30 万円）ではなく、当初記録されていた

標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準報酬月額（30 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること



から、社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1464 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 24 万円

と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当

することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000

円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額

（24 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準報酬

月額に係る記録を 24万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 28年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 17年 11 月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16 年１月から 17 年 11 月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から 24万円に訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月

額は、当該訂正後の標準報酬月額（24 万円）ではなく、当初記録されていた

標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準報酬月額（24 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること



から、社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1465 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平成

16年１月から同年８月までは30万円、同年９月から17年８月までは32万円、

同年９月から同年 11月までは 34万円と記録されているところ、当該額は厚生

年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎とな

る標準報酬月額は訂正前の９万 8,000円とされているが、申立人は、申立期間

について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録を 16年１月

から同年９月までは 30万円、同年 10月から 17年８月までは 32万円、同年９

月から同年 11月までは 34万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 44年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 17年 11 月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16 年１月から 17 年 11 月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から、16年１月から同年８月までは

30万円、同年９月から 17年８月までは 32万円、同年９月から同年 11月まで

は 34万円に訂正されたところ、厚生年金保険法第 75条本文の規定により、年

金額計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額ではなく、

当初記録されていた標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳から、申立人の申立期間における報

酬月額及び保険料控除額は、当該訂正前の標準報酬月額に基づく保険料を超え



る保険料控除がされていることが確認できる。 

一方、申立期間の標準報酬月額については、特例法に基づき標準報酬月額を

改定又は決定し、これに基づき記録訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を決定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ａ社が保管する賃金台帳に

おいて確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額から、平成

16 年１月から同年９月までは 30 万円、同年 10 月から 17 年８月までは 32 万

円、同年９月から同年 11月までは 34万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること

から、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を

行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1466 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 41 万円

と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当

することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000

円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額

（41 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準報酬

月額に係る記録を 41万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 35年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 19年２月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16年１月から 19年２月までの金額が給与明細書の

厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から 41万円に訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月

額は、当該訂正後の標準報酬月額（41 万円）ではなく、当初記録されていた

標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準報酬月額（41 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること



から、社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1467 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平成

16年１月から同年８月までは38万円、同年９月から17年８月までは36万円、

同年９月から同年 11月までは 34万円と記録されているところ、当該額は厚生

年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎とな

る標準報酬月額は訂正前の９万 8,000円とされているが、申立人は、申立期間

について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録を 16年１月

は 30万円、同年２月は 34万円、同年３月は 32万円、同年４月は 38万円、同

年５月は 30 万円、同年６月から同年８月までは 36 万円、同年９月及び同年

10 月は 34 万円、同年 11 月は 36 万円、同年 12 月は 34 万円、17 年１月は 32

万円、同年２月は 36 万円、同年３月は 34 万円、同年４月は 36 万円、同年５

月は 30万円、同年６月は 34万円、同年７月は 36万円、同年８月から同年 11

月までは 34万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 37年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 17年 11 月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16 年１月から 17 年 11 月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から、16年１月から同年８月までは

38万円、同年９月から 17年８月までは 36万円、同年９月から同年 11月まで

は 34万円に訂正されたところ、厚生年金保険法第 75条本文の規定により、年



金額計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額ではなく、

当初記録されていた標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳から、申立人の申立期間における報

酬月額及び保険料控除額は、当該訂正前の標準報酬月額に基づく保険料を超え

る保険料控除がされていることが確認できる。 

一方、申立期間の標準報酬月額については、特例法に基づき標準報酬月額を

改定又は決定し、これに基づき記録訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を決定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ａ社が保管する賃金台帳に

おいて確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額から、16

年１月は 30 万円、同年２月は 34 万円、同年３月は 32 万円、同年４月は 38

万円、同年５月は 30万円、同年６月から同年８月までは 36万円、同年９月及

び同年 10 月は 34 万円、同年 11 月は 36 万円、同年 12 月は 34 万円、17 年１

月は 32 万円、同年２月は 36 万円、同年３月は 34 万円、同年４月は 36 万円、

同年５月は 30 万円、同年６月は 34 万円、同年７月は 36 万円、同年８月から

同年 11月までは 34万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること

から、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を

行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 1468 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 36 万円

と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当

することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000

円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額

（36 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準報酬

月額に係る記録を 36万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 46年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 17年 11 月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16 年１月から 17 年 11 月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から 36万円に訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月

額は、当該訂正後の標準報酬月額（36 万円）ではなく、当初記録されていた

標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準報酬月額（36 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること



から、社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1469 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 24 万円

と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当

することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000

円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額

（24 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準報酬

月額に係る記録を 24万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 29年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 17年 11 月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16 年１月から 17 年 11 月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から 24万円に訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月

額は、当該訂正後の標準報酬月額（24 万円）ではなく、当初記録されていた

標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準報酬月額（24 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること



から、社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1470 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 30 万円

と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当

することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000

円とされているが、申立人は、申立期間のうち、平成 16 年 12 月１日から 17

年 12 月１日までについて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記

録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準報酬月額に

係る記録を 16 年 12 月から 17 年８月までは 28 万円、同年９月から同年 11 月

までは 30万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年 11月から 17年 11 月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16年 11月から 17年 11月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から 30万円に訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月

額は、当該訂正後の標準報酬月額ではなく、当初記録されていた標準報酬月額

（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、申立人の申立期間のうち、平成 16年 12月１日から 17年 12

月１日までについては、Ａ社が保管する賃金台帳から、申立人の報酬月額及び

保険料控除額は、当該訂正前の標準報酬月額に基づく保険料を超える保険料控

除がされていることが確認できる。 



一方、申立期間の標準報酬月額については、特例法に基づき標準報酬月額を

改定又は決定し、これに基づき記録訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を決定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ａ社が保管する賃金台帳に

おいて確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額から、申立

期間のうち、平成 16年 12月から 17年８月までは 28万円、同年９月から同年

11月までは 30万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること

から、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を

行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

一方、申立期間のうち、平成 16年 11月については、Ａ社が保管する賃金台

帳により、厚生年金保険料が控除されていたことが確認できないことから、特

例法に基づく記録訂正は認められない。 

  

 



岐阜厚生年金 事案 1471 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 47 万円

と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当

することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000

円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額

（47 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準報酬

月額に係る記録を 47万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 32年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 19年２月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16年１月から 19年２月までの金額が給与明細書の

厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から 47万円に訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月

額は、当該訂正後の標準報酬月額（47 万円）ではなく、当初記録されていた

標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準報酬月額（47 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること



から、社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1472 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 41 万円

と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当

することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000

円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額

（41 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準報酬

月額に係る記録を 41万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 43年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 17年 11 月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16 年１月から 17 年 11 月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から 41万円に訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月

額は、当該訂正後の標準報酬月額（41 万円）ではなく、当初記録されていた

標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準報酬月額（41 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること



から、社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1473 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 41 万円

と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当

することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000

円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額

（41 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準報酬

月額に係る記録を 41万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 43年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 17年 11 月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16 年１月から 17 年 11 月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から 41万円に訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月

額は、当該訂正後の標準報酬月額（41 万円）ではなく、当初記録されていた

標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準報酬月額（41 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること



から、社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 1474 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 26 万円

と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当

することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000

円とされているが、申立人は、申立期間のうち、平成 16 年１月１日から同年

２月１日まで及び同年４月１日から 17年 12 月１日までについて、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づ

き、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録を 16 年１月及び同年４月か

ら 17年 11月までは 26万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 40年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 17年 11 月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16 年１月から 17 年 11 月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から 26万円に訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月

額は、当該訂正後の標準報酬月額（26 万円）ではなく、当初記録されていた

標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

しかしながら、申立人の申立期間のうち、平成 16 年１月１日から同年２月

１日まで及び同年４月１日から 17年 12月１日までについては、Ａ社が保管す

る賃金台帳から、申立人の報酬月額及び保険料控除額は、当該訂正前の標準報

酬月額に基づく保険料を超える保険料控除がされていることが確認できる。 



一方、申立期間の標準報酬月額については、特例法に基づき標準報酬月額を

改定又は決定し、これに基づき記録訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を決定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ａ社が保管する賃金台帳に

おいて確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額から、申立

期間のうち、平成 16年１月及び同年４月から 17年 11月までは 26万円とする

ことが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること

から、社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 16 年２月については、オンライン記録の標準

報酬月額が、事業主が源泉控除していたと認められる保険料控除額又は申立人

の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額のいずれか低い方の額を上回っ

ており、また同年３月については給与の支給が無いことから、同年２月及び同

年３月については特例法に基づく記録訂正は認められない。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 1475 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平成

16 年１月から同年８月までは 38 万円、同年９月から 17 年 11 月までは 36 万

円と記録されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該

当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万

8,000円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立

人の申立期間の標準報酬月額に係る記録を 16年１月は 26万円、同年２月から

17年 11月までは 36万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 35年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月から 17年 11 月まで 

    ねんきん定期便に同封されていた標準報酬月額と厚生年金保険料の記録

を確認したところ、平成 16 年１月から 17 年 11 月までの金額が給与明細書

の厚生年金保険料額と違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 21年４月に９万 8,000円から、16年１月から同年８月までは

38万円、同年９月から 17年 11月までは 36 万円に訂正されたところ、厚生年

金保険法第 75条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月額は、

当該訂正後の標準報酬月額ではなく、当初記録されていた標準報酬月額となっ

ている。 

しかしながら、Ａ社が保管する賃金台帳から、申立人の申立期間における報

酬月額及び保険料控除額は、当該訂正前の標準報酬月額に基づく保険料を超え

る保険料控除がされていることが確認できる。 



一方、申立期間の標準報酬月額については、特例法に基づき標準報酬月額を

改定又は決定し、これに基づき記録訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を決定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ａ社が保管する賃金台帳に

おいて確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額から、平成

16 年１月は 26 万円、同年２月から 17 年 11 月までは 36 万円とすることが必

要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

及び同算定基礎届における標準報酬月額を誤って届け出たと認めていること

から、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を

行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

 

 

 



岐阜国民年金 事案 887 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成７年 10 月から９年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 50年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 10月から９年６月まで 

    Ａ市かＢ市に転居した時に、国民年金の説明をされ、未納分を遡って納付

した。それ以降はお金に余裕のあるときは、半年分ずつ納付し、そうでない

ときはその都度納期限内に市役所窓口かコンビニエンスストアで納付して

いた。申立期間が未加入とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ市かＢ市に転居したときに国民年金の加入手続を行ったと述べ

ているところ、オンライン記録によると、申立人がＣ市に転居した平成 10 年

７月以降に国民年金の加入手続が行われたものと考えられ、資格取得日が同年

１月 21 日となっていることから申立期間は国民年金の未加入期間であり、申

立人に対して国民年金保険料の徴収は行われなかったものと考えられる。 

また、申立人は、国民年金の加入手続及び転居の際の手続等についての記憶

が曖昧であり、申立期間当時、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立期間当時は国民年金保険料をコンビニエンスストアで納付する

ことができなかったことから、申立人の主張は不合理である。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

    



岐阜国民年金 事案 888 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年 11 月から 58 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 34年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年 11月から 58年９月まで 

父親が昭和 54 年頃に加入手続して、母親が金融機関で納付していたはず

である。申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人自身は国民年金の加入手続及び

国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の両親も既に亡くなって

いることから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況等が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳は、昭和 59 年 12 月 10 日に交付されたことが

Ａ市の被保険者名簿で確認でき、申立人は、60 年 12 月 17 日に申立期間直後

の 58 年 10 月から 59年 3 月までの国民年金保険料を過年度納付しており、こ

の時点では、申立期間は時効により納付できない期間である。 

さらに、申立期間当時、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していた事実を推認することは困難である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

    



岐阜国民年金 事案 889 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年９月から 50年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 24年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年９月から 50年６月まで 

    昭和 50 年３月に入籍した頃、義父に勧められ国民年金に加入した。時期

や金額ははっきり覚えていないが、それまでの未納分を社会保険事務所（当

時）でまとめて納付した。申立期間が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 70 か月と長期間である上、申立人が申立人の国民年金保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人

及びその夫に聴取しても申立期間当時の記憶が曖昧であるため、国民年金の加

入状況及び保険料の納付状況等が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 51年 11月頃に払い出されて

おり、その時点では、申立期間の国民年金保険料の大部分は時効により納付す

ることができない上、特例納付の実施期間でもない。 

さらに、オンライン記録により、申立期間直後の昭和 50年７月から 51年３

月までの国民年金保険料が52年９月27日に過年度納付されていることが確認

でき、申立人及びその夫は、社会保険事務所でまとめて納付したのは１回だけ

と述べていることからも、申立人がまとめて納付したとする保険料は、当該保

険料であると考えても不自然ではない。 

加えて、申立人の国民年金保険料納付状況について関係人の証言も得られな

いことなど、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 

 



岐阜厚生年金 事案 1476 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年３月 10日から 55 年４月１日まで 

昭和 52年３月頃から 55年３月頃まで、Ａ社で正社員として勤務し、健康

保険と厚生年金保険に加入していた。申立期間の厚生年金保険の記録が無い

ので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の供述から、期間の特定はできないものの、申立人がＡ社に勤務

していたことは推認できる。 

   しかしながら、複数の同僚が申立期間にＡ社で勤務したと記憶する同僚の中

には、同社における厚生年金保険の被保険者記録が確認できない者がいる上、

同僚の一人は、「当時は厚生年金保険に加入していない従業員がいた。」と供述

している。 

   また、Ａ社は、「申立期間当時の資料は残っておらず、申立人の勤務期間及

び保険料控除については不明である。」と回答しているほか、申立人の申立期

間における雇用保険の記録は無い。 

   さらに、申立期間におけるＡ社に係る厚生年金保険被保険者原票の整理番号

に欠番は無く、申立人の氏名も確認できないほか、同社の関連会社であったＢ

社、Ｃ社及びＤ社の申立期間における厚生年金保険被保険者原票にも、整理番

号に欠番は無く、申立人の氏名は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

    



岐阜厚生年金 事案 1477 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年３月 25日から 40 年１月 21日まで 

    Ａ社Ｂ工場の第１期生として組立ての仕事をしていた。父親から花嫁修業

として洋裁を習うように言われ退職したが、脱退手当金を申請した記憶は無

い。脱退手当金を受給してはいないので、支給記録を取り消し、厚生年金保

険被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社Ｂ工場の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金

の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当

金は、支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかが

えない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

    



岐阜厚生年金 事案 1478（事案 719の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年４月１日から 28年 12月 31日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）のＣ営業所で、昭和 24 年１月１日から 28 年 12 月

31 日まで勤務していた期間について厚生年金保険被保険者記録が無いので

被保険者記録として認めてほしいと申し立てたが、非あっせんの通知をも

らった。当時、女子事務員が４名いたこと、入社日は 23 年４月１日であっ

たことを思い出したので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当初の申立期間である昭和 24年１月１日から 28年 12月 31日までの期間に

係る申立てについては、社会保険庁（当時）の記録によると、Ａ社Ｃ営業所は

厚生年金保険の適用事業所として確認することができない上、申立人及び同僚

役員の申立期間に係る厚生年金保険の記録も確認することができないことか

ら、既に当委員会の決定に基づく平成 22年４月 15日付けで年金記録の訂正は

必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、自身のＡ社の入社日は昭和 23年４月１日であったとして、

申立期間を同日から 28 年 12 月 31 日までの期間とし、Ａ社Ｃ営業所で勤務し

ていた女子事務員が４名いたことを思い出したので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしいと申し立てている。 

しかしながら、申立人が記憶している女子事務員４名については、当時、厚

生年金保険の適用事業所であった本社のＡ社Ｄ工場に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿において被保険者資格を取得していることが確認できず、申

立人及び同僚役員の氏名も確認できないほか、上記の被保険者名簿の整理番号

に欠番は見当たらない。 

これらのことから、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認めら

れず、そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 


